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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける端末デバイスの動作方法であって、システム周波数帯域幅に
わたる無線インターフェイスを用いて基地局によってダウンリンク通信が行われ、また前
記システム周波数帯域幅内でかつ前記システム周波数帯域幅よりも狭い複数の制限された
周波数帯域内での少なくともいくつかの端末デバイスとの通信をサポートし、前記方法は
、
　前記端末デバイスのための国際移動機加入者識別（International　Mobile　Subscribe
r　Identity（ＩＭＳＩ））を引数とする所定の関数により生成される値に基づいて前記
複数の制限された周波数帯域の中から１つの制限された周波数帯域を選択することと、
　前記選択され制限された周波数帯域内で前記基地局からダウンリンク通信を受信するよ
うに前記端末デバイスを構成することと、を含み、
　前記端末デバイスは、前記基地局から、サポートされている制限された周波数帯域の数
及び前記制限された周波数帯域の周波数位置を受信し、
　前記所定の関数は、前記端末デバイスの前記ＩＭＳＩを、前記複数の制限された周波数
帯域の数で除算した余りとして前記値を生成する方法。
【請求項２】
　前記端末デバイスは、前記基地局によってサポートされる前記複数の制限された周波数
帯域に関する構成情報を、前記基地局から受信されるシステム情報から設定することをさ
らに含む、請求項１の方法。
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【請求項３】
　前記構成情報は、前記基地局によってサポートされる前記複数の制限された周波数帯域
の数の指示又は前記制限された周波数帯域についての周波数の指示の少なくとも一つを含
む、請求項２の方法。
【請求項４】
　前記端末デバイスは、前記基地局によってサポートされる前記複数の制限された周波数
帯域に関する構成情報を、前記無線インターフェイス上での前記端末デバイスのための初
期接続手続きより前に前記基地局から受信される情報から設定することをさらに含む、請
求項１の方法。
【請求項５】
　前記構成情報は、前記基地局によってサポートされる前記複数の制限された周波数帯域
の数の指示又は前記制限された周波数帯域についての周波数の指示の少なくとも一つを含
む、請求項４の方法。
【請求項６】
　前記基地局によってサポートされる前記複数の制限された周波数帯域に関する構成情報
は、前記無線通信システムのために前記無線通信システムにおいて予め定義される、請求
項１の方法。
【請求項７】
　前記構成情報は、前記基地局によってサポートされる前記複数の制限された周波数帯域
の数の指示又は前記制限された周波数帯域についての周波数の指示の少なくとも一つを含
む、請求項６の方法。
【請求項８】
　前記方法は、前記端末デバイスのための前記ＩＭＳＩの指示を前記端末デバイスから前
記基地局へ伝達することをさらに含む、請求項１の方法。
【請求項９】
　前記端末デバイスのための前記ＩＭＳＩの前記指示は、無線リソース制御（ＲＲＣ）接
続リクエストのシグナリングと関連して伝達される、請求項８の方法。
【請求項１０】
　無線インターフェイスを使用するダウンリンク通信が基地局によってなされる無線通信
システムにおいて使用される端末デバイスであって、システム周波数帯域幅にわたる無線
インターフェイスを用いて基地局によってダウンリンク通信が行われ、また前記システム
周波数帯域幅内でかつ前記システム周波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波数帯域
内での少なくともいくつかの端末デバイスとの通信をサポートし、
　前記端末デバイスはプロセッサユニットとトランシーバユニットとを含み、前記プロセ
ッサユニットは、前記端末デバイスのための国際移動機加入者識別（International　Mob
ile　Subscriber　Identity（ＩＭＳＩ））を引数とする所定の関数により生成される値
に基づいて前記複数の制限された周波数帯域の中から１つの制限された周波数帯域を選択
するように、及び、前記選択され制限された周波数帯域内で前記基地局からダウンリンク
通信を受信するように前記トランシーバユニットを構成するように構成され、前記前記ト
ランシーバユニットは、前記基地局から、サポートされている制限された周波数帯域の数
及び前記制限された周波数帯域の周波数位置を受信し、前記所定の関数は、前記端末デバ
イスの前記ＩＭＳＩを、前記複数の制限された周波数帯域の数で除算した余りとして前記
値を生成する、端末デバイス。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、通信装置及び通信方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　本明細書に提供される「背景技術」の説明は、本開示の文脈を概括的に提示することを
目的としている。現時点において名前が挙げられている発明者らの研究は、この背景技術
のセクションで説明されている範囲内において、説明されていなければ出願時において先
行技術として認められ得ない説明の局面と同様に、本発明に対する先行技術として明示的
にも黙示的にも認められない。
【０００３】
　本発明は、無線通信システム及び無線通信方法に関し、具体的には、無線通信システム
における制限された帯域幅／仮想キャリア動作のためのシステム及び方法に関する。
【０００４】
　モバイル通信システムは、ここ１０年ほどの間にＧＳＭシステム（Global　System　fo
r　Mobile　communications）から３Ｇシステムへと進化し、今では、パケットデータ通
信及び回路交換通信を含んでいる。３ＧＰＰ（third　generation　partnership　projec
t）は、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）と呼ばれる第４世代のモバイル通信システムを
開発している。ＬＴＥでは、コアネットワーク部分を進化させて、以前のモバイル無線ネ
ットワークアーキテクチャのコンポーネントと、ダウンリンク上では直交周波数分割多重
（Orthogonal　Frequency　Division　Multiplexing（ＯＦＤＭ））に基づきアップリン
ク上ではシングルキャリア周波数分割多重アクセス（Single　Carrier　Frequency　Divi
sion　Multiple　Access（ＳＣ－ＦＤＭＡ））に基づく無線アクセスインターフェイスと
、の併合に基づいた、より簡略化されたアーキテクチャを形成している。
【０００５】
　３ＧＰＰ定義のＵＭＴＳ及びＬＴＥ（Long　Term　Evolution）アーキテクチャに基づ
くモバイル通信システムなどの第３世代及び第４世代のモバイル通信システムは、前世代
のモバイル通信システムによって提供される単純な音声及びメッセージングサービスより
もより高性能なサービスをサポートすることができる。
【０００６】
　例えば、ＬＴＥシステムによって提供される改善された無線インターフェイス及び拡張
されたデータレートにより、以前は固定回線データ接続を介してのみ利用することのでき
たモバイルビデオストリーミング及びモバイルビデオ会議といった高データレートのアプ
リケーションをユーザは享受することができる。このため、第３世代及び第４世代のネッ
トワークを配備することが強く望まれており、それらのネットワークのカバレッジエリア
、すなわちそれらのネットワークへのアクセスが可能な地理的な場所は、急速に増大する
ことが予想される。
【０００７】
　第３世代及び第４世代のネットワークの広範囲にわたる配備を見込んで、利用可能な高
データレートを活用するのではなく代わりに堅牢な無線インターフェイスとカバレッジエ
リアの増大するユビキタス性とを活用する類のデバイス及びアプリケーションが、並行し
て配備されてきている。例として、いわゆるマシンタイプ通信（ＭＴＣ）アプリケーショ
ンがあるが、当該アプリケーションのいくつかは、いくつかの点で、少量のデータを比較
的低い頻度で通信する半自律又は自律無線通信デバイス（ＭＴＣデバイス）によって代表
される。例として、いわゆるスマートメーターがあるが、当該メーターは、例えば、顧客
の家に配置され、顧客が消費したガス、水道、電気などのユーティリティに関して中央の
ＭＴＣサーバへ周期的にデータを送り返す。スマートメータリングは、潜在的なＭＴＣデ
バイスアプリケーションの１つの例にすぎない。ＭＴＣタイプのデバイスの特徴に関する
さらなる情報については、例えば、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１２２　３６８　Ｖ１０．５３０（
２０１１－０７）／３ＧＰＰ　ＴＳ　２２．３６８　version　１０．５．０　Release　
１０）［１］などの、対応する標準を参照されたい。
【０００８】
　第３世代又は第４世代のモバイル通信ネットワークによって提供される広いカバレッジ
エリアを利用することはＭＴＣタイプの端末などの端末にとって便利ではあろうが、現在
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のところ不都合な点がある。スマートフォンなどの従来の第３世代又は第４世代の移動端
末とは異なり、ＭＴＣタイプの端末にとっての主要な原動力（driver）は、そうした端末
が比較的単純でかつ安価であって欲しいという要望であろう。ＭＴＣタイプの端末によっ
て典型的に実行される種類の機能（例えば、簡単な収集及びレポート／比較的少量のデー
タの受信）には、例えば、ビデオストリーミングをサポートするスマートフォンと比較し
て、実行するのに特に複雑な処理を必要としない。しかしながら、第３世代及び第４世代
のモバイル通信ネットワークは、典型的に、高度なデータ変調技術を用い、無線インター
フェイス上での広い帯域幅の使用をサポートする。この実現のためにはより複雑で高価な
無線トランシーバ及びデコーダが必要となる可能性がある。スマートフォンは典型的なス
マートフォンタイプの機能を実行するために強力なプロセッサを典型的に必要とするため
、スマートフォン内にそうした複雑なエレメントを含むことは通常妥当である。しかしな
がら、上述のように、比較的安価でより単純な、それでいてＬＴＥタイプのネットワーク
を使用して通信することができるデバイスを使用したいという要望が現在ある。
【０００９】
　このことを考慮して、例えば、ＧＢ　２　４８７　９０６［２］、ＧＢ　２　４８７　
９０８［３］、ＧＢ　２　４８７　７８０［４］、ＧＢ　２　４８８　５１３［５］、Ｇ
Ｂ　２　４８７　７５７［６］、ＧＢ　２　４８７　９０９［７］、ＧＢ　２　４８７　
９０７［８］及びＧＢ　２　４８７　７８２［９］に記載されているように、「ホストキ
ャリア」の帯域幅内で動作するいわゆる「仮想キャリア」の概念が提案されている。仮想
キャリアの概念の根底にある１つの原理は、より広い帯域幅のホストキャリア内の周波数
小領域（subregion）が、所定の端末デバイスとの少なくとも一部の種類の通信のために
、自立型の（self-contained）キャリアとして使用されるように構成される、ということ
である。
【００１０】
　参照文献［２］から［９］に記載されているようないくつかの実装においては、仮想キ
ャリアを使用する端末デバイスのためのダウンリンク制御シグナリング及びユーザプレー
ンデータはすべて、周波数小領域内で伝達される。仮想キャリア上で動作する端末デバイ
スは、制限された周波数帯域を知らされるので、基地局からデータを受信するために送信
リソースの対応するサブセットを受信及び復号するだけでよい。このアプローチの利点は
、比較的狭い帯域幅にわたってのみ動作することができる、ケイパビリティの低い端末デ
バイスによって使用されるためのキャリアを提供することである。これにより、デバイス
は、全帯域幅の動作をサポートする必要なしに、ＬＴＥタイプのネットワーク上で通信す
ることができる。復号されねばならない信号の帯域幅を減じることにより、仮想キャリア
上で動作するように構成されるデバイスのフロントエンド処理の要件（例えば、ＦＦＴ、
チャネル推定、サブフレームバッファリング等）が減じられる。というのも、それらの機
能の複雑性は、概して、受信される信号の帯域幅に関連しているためである。
【００１１】
　ＬＴＥタイプのネットワーク上で通信するように構成されるデバイスに求められる複雑
性を低減するための他の仮想キャリアアプローチが、ＧＢ　２　４９７　７４３［１０］
及びＧＢ　２　４９７　７４２［１１］に提案されている。これらの文献は、基地局と低
減ケイパビリティ端末デバイスとの間でデータを通信するための方式であって、低減ケイ
パビリティ端末デバイスのための物理レイヤ制御情報を、（従来のＬＴＥ端末デバイスの
ためのような）ホストキャリアの全周波数帯域の中から選択されるサブキャリアを使用し
て基地局から送信する、方式を提案している。しかしながら、低減ケイパビリティ端末デ
バイスのための上位レイヤデータ（例えば、ユーザプレーンデータ）は、システム周波数
帯域内でシステム周波数帯域よりも小さい制限された周波数帯域内から選択されるサブキ
ャリアのみを使用して送信される。このため、このアプローチでは、１つの特定の端末デ
バイスのためのユーザプレーンデータは、周波数リソースの１つのサブセット（すなわち
、ホストキャリアの送信リソース内でサポートされる１つの仮想キャリア）に制限され得
るのに対し、制御シグナリングは、ホストキャリアの全帯域幅を使用して通信される。端
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末デバイスは、制限された周波数帯域を知らされ、それ故に、上位レイヤデータが送信さ
れている期間中は、その制限された周波数帯域内のデータをバッファ及び処理するだけで
よい。物理レイヤ制御情報が送信されている期間中は、端末デバイスは、システムの全周
波数帯域をバッファ及び処理する。このため、低減ケイパビリティ端末デバイスは、広い
周波数レンジ上で物理レイヤ制御情報が送信されるネットワーク内に組み込まれてよく、
ただし、上位レイヤデータについてはより小さな周波数レンジを処理するのに十分なメモ
リと処理能力とを有するのみでよい。このアプローチは、ときに、「Ｔ型」割り当てと呼
ばれることがある。なぜなら、低減ケイパビリティ端末デバイスによって使用されるべき
ダウンリンク時間・周波数リソースグリッドのエリアが、典型的に、ほぼＴ形状をなすか
らである。
【００１２】
　このように、仮想キャリアの概念は、例えばトランシーバの帯域幅及び／又は処理力の
観点で低減されたケイパビリティを有する端末デバイスが、ＬＴＥタイプのネットワーク
内でサポートされることを可能にする。上述のように、これは、比較的安価でかつ複雑性
の低いデバイスがＬＴＥタイプのネットワークを使用して通信することを可能にするのに
有益であり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　いくつかの状況では、１つのホストキャリア内で２つ以上の仮想キャリアがサポートさ
れ得る。この場合、ホストキャリアの帯域幅内で異なる周波数に異なる仮想キャリアが位
置し、個々の端末デバイスは、複数の仮想キャリアのうちの１つに割り当てられる。この
アプローチを使用すれば、仮想キャリア通信を使用してサポートされることができる端末
デバイスの数を増やすことができる。しかしながら、これを行うためには、所与の端末デ
バイスによってどの特定の周波数リソース（すなわち、複数の仮想キャリアのうちのどれ
）が使用されるべきかを、個々の端末デバイスと基地局とが設定する必要がある。典型的
に、これは、例えばどの仮想キャリアに端末デバイスが割り当てられるかを基地局が端末
デバイスへ通知する等、基地局とそれぞれの端末デバイスとの間である程度の制御シグナ
リングが交換されることを必要とする。このように基地局と端末デバイスとの間で端末デ
バイス固有の制御シグナリングを交換せねばならないことで、いくつかの不利益が生じる
。例えば、接続の確立中に専用のシグナリングにおいて情報が交換されるため、シグナリ
ングの複雑性が増す可能性があり、より一般的には、特に１つのセル内に数多くのデバイ
スが存在する場合に、通信システムにおける制御シグナリングのオーバヘッドが増加する
。
【００１４】
　したがって、無線通信システムにおいて特定の端末デバイスを特定の仮想キャリアへ割
り振るためのアプローチが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本開示の第１の局面に従えば、システム周波数帯域幅（ホストキャリア）にわたり、ま
たシステム周波数帯域幅内でかつシステム周波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波
数帯域（仮想キャリア）内での少なくともいくつかの端末デバイスとの少なくとも一部の
通信をサポートする無線インターフェイスを使用するダウンリンク通信が基地局によって
なされる無線通信システムにおける端末デバイスの動作方法であって、当該方法は、端末
デバイスのための識別子に基づいて複数の制限された周波数帯域の中から１つの制限され
た周波数帯域を選択することと、選択され制限された周波数帯域内で基地局からダウンリ
ンク通信を受信するように端末デバイスを構成することと、を含む方法、が提供される。
【００１６】
　　本開示の第２の局面に従えば、システム周波数帯域幅にわたり、またシステム周波数
帯域幅内でかつシステム周波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波数帯域内での少な
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くともいくつかの端末デバイスとの少なくとも一部の通信をサポートする無線インターフ
ェイスを使用するダウンリンク通信が基地局によってなされる無線通信システムにおいて
使用される端末デバイスであって、当該端末デバイスはプロセッサユニットとトランシー
バユニットとを含み、当該プロセッサユニットは、端末デバイスのための識別子に基づい
て複数の制限された周波数帯域の中から１つの制限された周波数帯域を選択するように、
及び、選択され制限された周波数帯域内で基地局からダウンリンク通信を受信するように
トランシーバユニットを構成するように構成される、端末デバイス、が提供される。
【００１７】
　本開示の第３の局面に従えば、システム周波数帯域幅にわたり、またシステム周波数帯
域幅内でかつシステム周波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波数帯域内での少なく
ともいくつかの端末デバイスとの少なくとも一部の通信をサポートする無線インターフェ
イスを使用するダウンリンク通信が基地局によってなされる無線通信システムにおける基
地局の動作方法であって、当該方法は、端末デバイスのための識別子に基づいて複数の制
限された周波数帯域の中から端末デバイスのためのダウンリンク通信のために使用される
べき１つの制限された周波数帯域を選択することと、選択され制限された周波数帯域内で
端末デバイスへダウンリンク通信を送信することと、を含む方法、が提供される。
【００１８】
　本開示の第４の局面に従えば、システム周波数帯域幅にわたり、またシステム周波数帯
域幅内でかつシステム周波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波数帯域内での少なく
ともいくつかの端末デバイスとの少なくとも一部の通信をサポートする無線インターフェ
イスを使用するダウンリンク通信が基地局によってなされる無線通信システムにおいて使
用される基地局であって、当該基地局はプロセッサユニットとトランシーバユニットとを
含み、当該プロセッサユニットは、端末デバイスのための識別子に基づいて複数の制限さ
れた周波数帯域の中から端末デバイスとのダウンリンク通信のために使用されるべき１つ
の制限された周波数帯域を選択するように、及び、選択され制限された周波数帯域内で端
末デバイスへダウンリンク通信を送信するようにトランシーバユニットを構成するように
構成される、基地局、が提供される。
【００１９】
　さらなるそれぞれの局面及び特徴は、添付の請求の範囲により定義される。
【００２０】
　以上の段落は、概略の紹介として提供されたものであり、以下の請求の範囲を限定する
ためのものではない。説明される実施形態は、さらなる利点と併せて、添付の図面を併用
して以下の詳細な説明を参照することにより、もっとも良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　本開示及びそれに付随する利点の多くは、添付の図面に関連して考慮された場合に以下
の詳細な説明を参照することによってより良く理解されるようになるので、それらのより
完璧な理解は容易に得られるであろう。図中、同様の参照番号は、複数の図面を通じて、
同一の又は対応する部分を示す。
【００２２】
【図１】ＬＴＥタイプの無線通信ネットワークの一例を概略的に示す図である。
【図２】ＬＴＥダウンリンク無線フレーム構造のいくつかの局面を概略的に示す図である
。
【図３】ＬＴＥダウンリンク無線サブフレーム構造のいくつかの局面を概略的に示す図で
ある。
【図４】３つの仮想キャリアをサポートするホストキャリアに関連付けられたＬＴＥダウ
ンリンク無線サブフレーム構造のいくつかの局面を概略的に示す図である。
【図５】本開示の一例に従って構成される、適合されたＬＴＥタイプの無線通信システム
を概略的に示す図である。
【図６】本開示の所定の例に従った動作方法を概略的に示すシグナリングのラダー図であ
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る。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、ＬＴＥの原理に従って動作する無線通信ネットワーク／システム１００の基本
的な機能性を描いた概略図である。図１の様々なエレメント及びそれらそれぞれの動作モ
ードは、よく知られており、３ＧＰＰ（ＲＴＭ）本体によって管理される関連する標準に
おいて定義されており、例えば、Holma,　H.　and　Toskala,　A.［１２］など、この主
題に関する数多くの書物でも説明されている。
【００２４】
　ネットワーク１００は、１つのコアネットワーク１０２へ接続される複数の基地局１０
１を含む。各基地局は、端末デバイス１０４との間でデータをその中で通信することがで
きるカバレッジエリア１０３（すなわち、セル）を提供する。データは、基地局１０１か
ら、自身のカバレッジエリア１０３内の端末デバイス１０４へ、無線ダウンリンクを介し
て送信される。データは、端末デバイス１０４から基地局１０１へ、無線アップリンクを
介して送信される。コアネットワーク１０２は、端末デバイス１０４へ及び端末デバイス
１０４からそれぞれの基地局１０１を介してデータをルーティングし、また、認証、モビ
リティ管理、課金などの機能を提供する。端末デバイスは、移動局、ユーザ機器（ＵＥ）
、ユーザ端末、移動無線機などとも呼ばれ得る。基地局は、トランシーバ局／ｎｏｄｅＢ
／ｅ－ＮｏｄｅＢなどとも呼ばれ得る。
【００２５】
　３ＧＰＰ定義のＬＴＥ（Long　Term　Evolution）アーキテクチャに従って構成される
モバイル通信システムなどのモバイル通信システムは、無線ダウンリンクのためには直交
周波数分割多重（ＯＦＤＭ）ベースのインターフェイスを使用し（いわゆるＯＦＤＭＡ）
、無線アップリンクのためにはシングルキャリア周波数分割多重ベースのインターフェイ
スを使用する（いわゆるＳＣ－ＦＤＭＡ）。図２は、ＯＦＤＭベースのＬＴＥダウンリン
ク無線フレーム２０１を示す概略図である。ＬＴＥダウンリンク無線フレームは、（エン
ハンスドＮｏｄｅＢとして知られる）ＬＴＥ基地局から送信され、１０ミリ秒間続く。ダ
ウンリンク無線フレームは１０のサブフレームを含み、各サブフレームは１ミリ秒間続く
。プライマリ同期信号（primary　synchronisation　signal（ＰＳＳ））及びセカンダリ
同期信号（secondary　synchronisation　signal（ＳＳＳ））は、ＬＴＥフレームの第１
のサブフレーム及び第６のサブフレーム内で送信される。物理ブロードキャストチャネル
（physical　broadcast　channel（ＰＢＣＨ））は、ＬＴＥフレームの第１のサブフレー
ム内で送信される。
【００２６】
　図３は、例示的な従来のダウンリンクＬＴＥサブフレーム（この例では図２のフレーム
内の第１の、すなわち最も左側のサブフレームに対応する）の構造を描いたグリッドの概
略図である。サブフレームは、１ミリ秒の期間にわたって送信される予め定められた数の
シンボルを含む。各シンボルは、ダウンリンク無線キャリアの帯域幅にわたって分散され
る予め定められた数の直交サブキャリアを含む。
【００２７】
　図３に示される例示的なサブフレームは、１４のシンボル及び、２０ＭＨｚの帯域幅に
わたって散在する１２００のサブキャリアを含む。ＬＴＥにおける送信のためのユーザデ
ータの最小の割り当ては、１スロット（０．５サブフレーム）上で送信される１２のサブ
キャリアを含むリソースブロックである。明確にするために、図３では、各個別のリソー
スエレメント（１つのリソースエレメントは、単一のサブキャリア上に単一のシンボルを
含む）は示されておらず、代わりに、サブフレームのグリッド内の各個別のボックスは、
１のシンボル上で送信される１２のサブキャリアに相当する。
【００２８】
　図３は、４つのＬＴＥ端末３４０、３４１、３４２、３４３のためのリソース割り当て
を示す。例えば、第１のＬＴＥ端末（ＵＥ１）のためのリソース割り振り３４２は、１２
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のサブキャリアの５つのブロック（すなわち、６０のサブキャリア）にわたって延在し、
第２のＬＴＥ端末（ＵＥ２）のためのリソース割り当て３４３は、１２のサブキャリアの
６つのブロックにわたって延在する、等である。
【００２９】
　制御チャネルデータは、サブフレームの最初のｎ個のシンボルを含む、サブフレームの
（図３において点網掛けで示される）制御領域３００内で送信される。ここでｎは、３Ｍ
Ｈｚ以上のチャネル帯域幅については１から３のシンボルの間で可変であり、またｎは、
１．４ＭＨｚのチャネル帯域幅については２から４のシンボルの間で可変である。具体例
を提供するために、以下の説明は、３ＭＨｚ以上のチャネル帯域幅でのキャリアに関する
ものであり、よって、ｎの最大値は３になる。制御領域３００内で送信されるデータは、
物理ダウンリンク制御チャネル（physical　downlink　control　channel（ＰＤＣＣＨ）
）、物理制御フォーマットインジケータチャネル（physical　control　format　indicat
or　channel（ＰＣＦＩＣＨ））及び物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（physical　HAR
Q　indicator　channel（ＰＨＩＣＨ））上で送信されるデータを含む。
【００３０】
　ＰＤＣＣＨは、サブフレームのどのシンボル上のどのサブキャリアが特定のＬＴＥ端末
に割り当てられているかを示す制御データを含む。このため、図３に示されるサブフレー
ムの制御領域３００内で送信されるＰＤＣＣＨデータは、ＵＥ１には参照番号３４２によ
って識別されるリソースブロックが割り当てられていること、ＵＥ２には参照番号３４３
によって識別されるリソースブロックが割り当てられていること、等を示す。
【００３１】
　ＰＣＦＩＣＨは、制御領域のサイズ（すなわち、シンボル１個分から３個分）を示す制
御データを含む。
【００３２】
　ＰＨＩＣＨは、先に送信されたアップリンクデータがネットワークによって首尾よく受
信されたか否かを示すＨＡＲＱ（Hybrid　Automatic　Request）データを含む。
【００３３】
　時間・周波数リソースグリッドの中央帯域３１０におけるシンボルは、プライマリ同期
信号（ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）及び物理ブロードキャストチャネル（Ｐ
ＢＣＨ）を含む情報の送信のために使用される。この中央帯域３１０は、典型的に、７２
のサブキャリアの幅（１．０８ＭＨｚの送信帯域幅に相当する）である。ＰＳＳ及びＳＳ
Ｓは、一旦検出されるとＬＴＥ端末デバイスがフレームの同期を達成し及びダウンリンク
信号を送信しているエンハンスドＮｏｄｅＢのセルＩＤを判定することを可能にする、同
期信号である。ＰＢＣＨは、ＬＴＥ端末がセルに正しくアクセスするために使用するパラ
メータを含むマスタ情報ブロック（master　information　block（ＭＩＢ））を含む、セ
ルに関する情報を搬送する。物理ダウンリンク共有チャネル（physical　downlink　shar
ed　channel（ＰＤＳＣＨ））上で個々のＬＴＥ端末へ送信されるデータは、そのサブフ
レームの他のリソースエレメントにおいて送信されることができる。
【００３４】
　図３は、システム情報を含みかつＲ３４４の帯域幅にわたって延在するＰＤＳＣＨの領
域も示す。従来のＬＴＥフレームは、明確にするために図３には示されていないリファレ
ンス信号も含む。
【００３５】
　図４は、図３に似た、多くの点で図３から理解される図である。しかしながら、図４は
、複数（この場合は３つ）の仮想キャリア４０１、４０２、４０３（ＶＣ）がその中でサ
ポートされるホストキャリアに対応するダウンリンク無線サブフレームを概略的に示して
いる点で、図３と異なる。図４に概略的に示されているように、仮想キャリアには、参照
しやすくするためにＶＣ１、ＶＣ２及びＶＣ３のラベルが付されている。図４に示される
仮想キャリアの一般的な動作は、例えば上述の文献［２］から［１１］のいずれかに記述
されているような、先に提案されている方式に従ってよい。このため、各仮想キャリアは
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、ホストキャリアに関連付けられた送信リソースグリッド全体内の、所定の端末デバイス
、例えばケイパビリティが低減されたマシンタイプ通信端末デバイス、と少なくとも一部
の情報を通信するために使用され得る、ダウンリンク送信リソースの制限されたサブセッ
トを表す。
【００３６】
　このため、従来の（すなわち、ケイパビリティが低減されていない）端末デバイスは、
従来のＬＴＥ技術に従って、図４に示されているリソースグリッドの全帯域幅を使用して
サポートされ得る。他方、低減ケイパビリティ端末デバイスのためのダウンリンク通信は
、複数の仮想キャリアのうちその端末デバイスが割り当てられている１つの仮想キャリア
内の送信リソースに制限され得る。
【００３７】
　いくつかの場合、（制御シグナリング及び上位レイヤ／ユーザプレーンデータを含む）
低減ケイパビリティ端末デバイスのためのダウンリンク通信の全体が、例えば上述の文献
［２］から［９］で提案されている原理に従って、複数の仮想キャリアのうち１つの仮想
キャリアの送信リソース内で伝達されてよい。これは、例えば、ホストキャリアの全帯域
幅を受信することができない（またそれ故に制御領域３００の全体を受信することができ
ない）端末デバイスにとって適切であり得る。
【００３８】
　他の場合、低減ケイパビリティ端末デバイスは、ホストキャリアの全帯域幅を受信する
（及びそれ故に制御領域３００を受信し復号する）ことができ得るが、ＰＤＳＣＨ領域の
全体をバッファし復号する能力については制限され得るので、例えば上述の文献［１０］
及び［１１］で提案されている「Ｔ型割り当て」の原理に従って、その端末デバイスが割
り当てられている仮想キャリアにわたるダウンリンク送信リソースのサブセットのみをバ
ッファし復号してもよい。
【００３９】
　しかしながら、所与の実装において用いられる仮想キャリア動作の特定の方式にかかわ
らず、仮想キャリアを使用してサポートされるべき端末デバイスは、それが割り当てられ
ている仮想キャリアのためにどの特定の制限された周波数レンジが使用されているのかを
確認する必要がある。例えば、図４に示されるダウンリンクサブフレーム送信リソースグ
リッドのコンテキストにおいて仮想キャリア動作を使用してサポートされるべき低減ケイ
パビリティ端末デバイスは、仮想キャリアＶＣ１、ＶＣ２又はＶＣ３のうちどの仮想キャ
リア上でそれがサポートされるのかを確認しなければならない。上述したように、１つの
アプローチは、基地局が、接続手続き中に専用のシグナリング交換を通じて、当該デバイ
スが割り当てられている仮想キャリアを低減ケイパビリティ端末デバイスに通知すること
である。しかしながら、やはり上に述べたように、これにより、シグナリングの複雑性が
増し、制御シグナリングのオーバヘッドが増加する可能性がある。
【００４０】
　図５は、本開示の一実施形態に従った通信システム５００を概略的に示す。この例にお
ける通信システム５００は、図４に概略的に示されているような複数の仮想キャリアをサ
ポートするＬＴＥタイプのアーキテクチャに概ね基づいている。通信システム５００の動
作の数多くの点は、既知であり理解されているため、簡略にするためにここでは詳細に説
明しない。本明細書に具体的に説明されない通信システム５００の動作面は、任意の既知
の技術に従って、例えば仮想キャリア動作を組み込むために適宜変形が加えられた現行の
ＬＴＥ標準に従って、実装されてよい。そうした標準は、ＧＢ　２　４８７　９０６［２
］、ＧＢ　２　４８７　９０８［３］、ＧＢ　２　４８７　７８０［４］、ＧＢ　２　４
８８　５１３［５］、ＧＢ　２　４８７　７５７［６］、ＧＢ　２　４８７　９０９［７
］、ＧＢ　２　４８７　９０７［８］、ＧＢ　２　４８７　７８２［９］、ＧＢ　２　４
９７　７４３［１０］及びＧＢ　２　４９７　７４２［１２］に開示されており、それら
の内容全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００４１】
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　通信システム５００は、無線ネットワーク部分に連結されるコアネットワーク部分（進
化型（evolved）パケットコア）５０２を含む。無線ネットワーク部分は、複数の端末デ
バイスに連結される１つの基地局（ｅｖｏｌｖｅｄ－ｎｏｄｅＢ）５０４を含む。この例
では、２つの端末デバイス、すなわち、第１の端末デバイス５０６及び第２の端末デバイ
ス５０８が示されている。もちろん、実際には、様々な通信セルにわたってより多数の端
末デバイスにサービスする複数の基地局を無線ネットワーク部分が含み得ることが理解さ
れるであろう。しかしながら、簡略にするため、図５では、単一の基地局及び２つの端末
デバイスのみを示す。
【００４２】
　従来のモバイル無線ネットワークと同様に、端末デバイス５０６、５０８は、基地局（
トランシーバ局）５０４との間でデータを通信するように構成される。基地局は同様に、
基地局５０４を介して通信システム５００内の端末デバイスへのモバイル通信サービスの
ルーティング及び管理を行うように構成されているコアネットワーク部分内のサービング
ゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）（図示せず）へ通信可能に接続される。モビリティ管理及び接
続性を維持する目的で、コアネットワーク部分５０２は、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）
に記憶されている加入者情報に基づいて通信システム内で動作する端末デバイス５０６、
５０８との拡張パケットサービス（ＥＰＳ）接続を管理する、モビリティ管理エンティテ
ィ（図示せず）も含む。コアネットワーク内の他のネットワークコンポーネント（やはり
簡略のために図示せず）は、ポリシー課金及びリソース機能（ＰＣＲＦ）と、コアネット
ワーク部分５０２から例えばインターネットといった外部パケットデータネットワークへ
の接続を提供するパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）と、を含む
。上述のように、図５に示される通信システム５００の様々なエレメントの動作は、本明
細書に記述されているように本開示の実施形態に従って機能性を提供するように変更され
る部分を除いては、例えば確立されている通信標準及び本明細書で挙げた参照文献に説明
されている原理に従って、概ね従来どおりであってよい。
【００４３】
　この例では、第１の端末デバイス５０６は、従来のやり方で基地局５０４と通信する従
来のスマートフォンタイプの端末デバイスであると想定される。この従来型の端末デバイ
ス５０６は、無線信号の送受信のためのトランシーバユニット５０６ａと、デバイス５０
６を制御するように構成されたプロセッサユニット５０６ｂと、を含む。プロセッサユニ
ット５０６ｂは、無線通信システム内の機器のための従来のプログラミング／構成技術を
使用して望まれる機能性を提供するように好適に構成／プログラムされるプロセッサユニ
ットを含み得る。トランシーバユニット５０６ａ及びプロセッサユニット５０６ｂは、図
５では別々のエレメントとして概略的に示されている。しかしながら、これらのユニット
の機能性は、種々様々な方法で、例えば好適にプログラムされた単一の汎用コンピュータ
を又は好適に構成された特定用途向け集積回路（群）／回路構成を使用して、提供される
ことができることが理解されるであろう。理解されるように、従来型の端末デバイス５０
６は、一般的に、その動作機能性に関連付けられた他の様々なエレメントを含む。
【００４４】
　この例では、第２の端末デバイス５０８は、基地局５０４と通信する際に本開示の実施
形態に従って仮想キャリア（ＶＣ）モードで動作するように適合されたマシンタイプ通信
（ＭＴＣ）端末デバイス５０４であると想定される。上述のように、マシンタイプ通信端
末デバイスは、いくつかの場合、典型的に、少量のデータを通信する半自律又は自律無線
通信デバイスとして特徴付けられることができる。例として、いわゆるスマートメーター
があるが、当該メーターは、例えば、顧客の家に配置され、顧客が消費したガス、水道、
電気などのユーティリティに関するデータを中央のＭＴＣサーバへ周期的に情報を送り返
す。ＭＴＣデバイスは、いくつかの点で、例えば遅延の観点から、比較的低いサービス品
質（ＱｏＳ）を有する比較的低い帯域幅の通信チャネルによってサポートされることがで
きるデバイスであると見なされてよい。ここでは、図５内のＭＴＣ端末デバイス５０８が
そのようなデバイスであると想定される。
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【００４５】
　ＭＴＣデバイス５０８は、無線信号の送受信のためのトランシーバユニット５０８ａと
、ＭＴＣデバイス５０８を制御するように構成されたプロセッサユニット５０８ｂと、を
含む。プロセッサユニット５０８ｂは、ここにさらに説明されるように、本開示のいくつ
かの実施形態に従って機能性を提供するための様々なサブユニット、例えばＶＣ選択ユニ
ット、を含み得る。これらのサブユニットは、別々のハードウェアエレメントとして、又
は当該プロセッサユニットの適切に構成された機能群として、実現され得る。このため、
プロセッサユニット５０８ｂは、無線通信システム内の機器のための従来のプログラミン
グ／構成技術を使用して本明細書に記述されている望まれる機能性を提供するように好適
に構成／プログラムされるプロセッサを含み得る。トランシーバユニット５０８ａ及びプ
ロセッサユニット５０８ｂは、図５では表記しやすいように別々のエレメントとして概略
的に示されている。しかしながら、これらのユニットの機能性は、種々様々な方法で、例
えば、好適にプログラムされた単一の汎用コンピュータをもしくは好適に構成された特定
用途向け集積回路（群）／回路構成を使用して、又は、望まれる機能性の様々なエレメン
トを提供するために複数の別々の回路／処理エレメントを使用して、提供されることがで
きることが理解されるであろう。ＭＴＣデバイス５０８が、一般的に、確立されている無
線通信技術に従って、その動作機能性に関連付けられた他の様々なエレメントを含むこと
は、理解されるであろう。
【００４６】
　基地局５０４は、無線信号の送受信のためのトランシーバユニット５０４ａと、本明細
書に記述されているように本開示の実施形態に従って動作するように基地局５０４を制御
するように構成されたプロセッサユニット５０４ｂと、を含む。プロセッサユニット５０
６ｂもやはり、下にさらに説明されるように、本開示の実施形態に従って機能性を提供す
るための様々なサブユニット、例えばＶＣ選択ユニット及びスケジューリングユニット、
を含み得る。これらのサブユニットは、別々のハードウェアエレメントとして、又は当該
プロセッサユニットの適切に構成された機能群として、実現され得る。このため、プロセ
ッサユニット５０４ｂは、無線通信システム内の機器のための従来のプログラミング／構
成技術を使用して本明細書に記述されている望まれる機能性を提供するように好適に構成
／プログラムされるプロセッサを含み得る。トランシーバユニット５０４ａ及びプロセッ
サユニット５０４ｂは、図５では表記しやすいように別々のエレメントとして概略的に示
されている。しかしながら、これらのユニットの機能性が、種々様々な方法で、例えば、
好適にプログラムされた単一の汎用コンピュータをもしくは好適に構成された特定用途向
け集積回路（群）／回路構成を使用して、又は、望まれる機能性の様々なエレメントを提
供するために複数の別々の回路／処理エレメントを使用して、提供されることができるこ
とは、理解されるであろう。基地局５０４が、一般的に、確立されている無線通信技術に
従って、その動作機能性に関連付けられた他の様々なエレメントを含むことは、理解され
るであろう。
【００４７】
　このため、基地局５０４は、従来型の端末デバイス５０６及び本開示の一実施形態に従
った端末デバイス５０８の両方と、それぞれの通信リンク５１０、５１２上で、データを
通信するように構成される。基地局５０４と従来型の端末デバイス５０６との間の通信の
ための通信リンク５１０は、ホストキャリアにより、（例えば、図４に概略的に示された
送信リソースの全レンジを潜在的に利用して）サポートされる。基地局５０４とケイパビ
リティが低減されたＭＴＣ端末デバイス５０８との間の通信のための通信リンク５１２は
、１つの仮想キャリアにより、（例えば、図４に概略的に示された複数の仮想キャリアの
うち選択された１つの仮想キャリア内のリソースを利用して）サポートされる。ＭＴＣ端
末デバイス５０８と基地局５０４とが、本開示の実施形態に従って、ＭＴＣ端末デバイス
５０８との通信をサポートするためにどの仮想キャリア周波数が使用されるべきかについ
て一旦設定／合意すると、（すなわち、マシンタイプ通信端末デバイス５０８がその上で
サポートされるべき１つの仮想キャリアを選択すると）、基地局５０４とＭＴＣ端末デバ
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イス５０８との間の以降のデータ通信は、選択された仮想キャリア上で、先に提案されて
いる仮想キャリア動作のための方式のいずれかに概ね従って動作し得る。例えば、端末デ
バイス５０８へ向けられる基地局５０４からの制御プレーンシグナリング及びユーザプレ
ーンシグナリングがすべて仮想キャリアの帯域幅内で行われるように、ＭＴＣ端末デバイ
ス５０８は動作し得る。代替的に、端末デバイス５０８へ向けられる基地局５０４からの
制御プレーンシグナリングは、図４に示された制御領域３００の全帯域幅内で行われても
よく、上位レイヤデータ（ユーザプレーンデータ）は、選択された仮想キャリアの制限さ
れた帯域幅内で通信される。
【００４８】
　図６は、本開示のいくつかの実施形態に従った、図５に概略的に提示された端末デバイ
ス５０８及び基地局５０４のための動作モードを概略的に示す、シグナリングのラダー図
である。図６に示される動作モードは、仮想キャリアモードにおける基地局から端末デバ
イス５０８へのダウンリンク通信のために、基地局によって目下サポートされている利用
可能な複数の仮想キャリアのうちどの仮想キャリアが使用されるべきかを、端末デバイス
５０８及び基地局５０４が事実上独自に選択できるように構成されている。
【００４９】
　このため、図６に示される第１のステップＳ１で、基地局５０４は、自身がサポートす
べき複数の仮想キャリアについての構成パラメータを設定する。仮想キャリアについての
構成パラメータは、例えば、仮想キャリアの数及び／又はそれらの周波数の指示を含み得
る。仮想キャリアの周波数に関する構成情報を、様々な実装において特徴付けることがで
きる多様な方法があることが理解されるであろう。例えば、特定の仮想キャリア（制限さ
れた周波数帯域）に関連付けられた周波数位置は、中央周波数及び帯域幅の指示によって
、又は上位及び下位境界周波数によって、表され得る。仮想キャリアの帯域幅が、例えば
１．４ＭＨｚで、固定／予め定義される実装では、仮想キャリアの周波数に関する構成情
報は、ホストキャリアの周波数空間における仮想キャリアの位置を示す単一の周波数値（
例えば、仮想キャリアが位置しているかどうかを示す中央周波数、又は下位又は上位の周
波数）を含んでよい。
【００５０】
　この例示的実装では、基地局は、仮想キャリア動作をサポートするために使用されるリ
ソースをスケジューリングするにあたり高い柔軟性を有するものと想定される。このため
、基地局は、目下のトラフィックの状況に基づいて、実装されるべき仮想キャリアの数、
及びそれらの仮想キャリアが位置する周波数（並びに潜在的に、いくつかの例では、それ
らそれぞれの帯域幅）を選択するように構成され得る。例えば、目下のトラフィックの状
況が、数多くの低減ケイパビリティ端末デバイスを基地局がサポートする必要があること
を示している場合、目下のトラフィックの状況が、より少数の低減ケイパビリティ端末デ
バイスを基地局がサポートする必要があることを示している場合よりも、より多数の仮想
キャリアが使用のために構成され得る。さらに、この特定の例示的実装における基地局５
０４は、使用されるべき仮想キャリアについての周波数位置を決定するにあたり柔軟性を
有するものと想定される。基地局は、従来技術に従ってこの決定を行ってよい。例えば、
様々な周波数でのチャネル状態を考慮する。他の例示的実装では、基地局は、例えば、実
装する仮想キャリアの数を選択することができ得るが、仮想キャリアが位置すべき周波数
は、通信システム内で予め定義され得る。例えば、予め定義された周波数位置は、様々な
数の仮想キャリアについて標準化され得る。
【００５１】
　具体例のために、ここでは、ステップＳ１で基地局５０４は、自身が３つの仮想キャリ
アを図４にＶＣ１、ＶＣ２及びＶＣ３によって概略的に示されている周波数位置でサポー
トする、と決定するものと想定される。仮想キャリアの選択される数及び周波数を変化す
るトラフィックの状況に従って基地局が絶え間なく最適化することができるように、ステ
ップＳ１は継続的に繰り返されてよい。代替的に、基地局によってサポートされるべき仮
想キャリアについて設定される周波数パラメータは、比較的静的であってもよい。いくつ
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かの例では、基地局のための仮想キャリア構成パラメータは固定され得る。例えば、それ
らのパラメータは、基地局の初期配備中に設定され及び固定され得る（例えば、関連の構
成パラメータは無線通信システムのために予め定義され得る）。
【００５２】
　ステップＳ２で、ＭＴＣ端末デバイス５０８は、例えば端末デバイス５０８へ電源が投
入されるのに応答して、基地局５０４に関連付けられた無線ネットワークへの初期アクセ
スを求める。いったん電源が投入されると、この例における端末デバイス５０８は、従来
のＬＴＥタイプのネットワークキャンプオン手続きを開始して、無線ネットワークへアク
セスするのに必要なパラメータを取得する。このため、概ね従来の技術に従って、端末デ
バイス５０８は、基地局の無線フレーム構造と同期し、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨなどを復
号し、よって、端末デバイス５０８は、既知の技術を使用して（すなわち、仮想キャリア
動作をサポートするネットワークにおける、先に提案されている低減ケイパビリティ端末
デバイスのキャンプオン手続きに従って）、システム情報（ＳＩ）を取得できる立場にあ
る。
【００５３】
　このため、図６のステップＳ３に概略的に示されるように、基地局５０４は、ＢＣＣＨ
（ブロードキャスト制御チャネル）上でシステム情報（ＳＩ）を送信し、これが、既知の
技術に従って、端末デバイス５０８により、その通常のキャンプオン手続きの一部として
受信される。
【００５４】
　しかしながら、本開示の所定の実施形態に従えば、基地局５０４によりブロードキャス
トされるシステム情報は、当該システム情報が（ステップＳ１で設定されたような）基地
局によってサポートされる仮想キャリアについての周波数パラメータに関する追加情報を
含んでいるという点で、ＬＴＥタイプのネットワーク内でブロードキャストされる従来の
システム情報と異なる。
【００５５】
　この特定のＬＴＥベースの例では、この情報は、その他の点では従来通りであるシステ
ム情報ブロック２（ＳＩＢ２）のシグナリングにおいて伝達される、新たに定義されたパ
ラメータを使用して伝達されるものと想定される。例えば、関連の構成パラメータを伝達
するために、１つ以上の新しい情報エレメントが使用され得る。上述のように、例えば中
央周波数及び帯域幅、上位及び下位境界周波数、想定された（すなわち、固定された）帯
域幅での単一の周波数位置などの観点から、それぞれの仮想キャリアについてパラメータ
を特徴付け得る種々様々な方法がある。さらに、伝達されるべき情報を、様々な方法で特
徴付けることができる。例えば、特定の周波数の観点から、又は予め定義された関連付け
に従って周波数を識別するインデックス値の観点から、である。このため、情報を端末デ
バイスへ伝達する厳密な方法は、実装によって異なってよい。基地局によってサポートさ
れる各仮想キャリアにつき、周波数の指示が提供される場合、仮想キャリアの合計数は、
提供される周波数情報の量から判定されることができるため、システム情報内で別途伝達
されることはないかも知れない。
【００５６】
　このため、システム情報を、特にこの特定のＬＴＥベースの例ではＳＩＢ２（システム
情報ブロック２）を図６のステップＳ３で受信すると、端末デバイス５０８は、基地局に
よってサポートされる仮想キャリアについての関連の構成パラメータを認識する。特に、
この例における端末デバイスは、基地局から受信されるシステム情報シグナリングを通じ
て、サポートされている仮想キャリアの数（ＮＶＣ）、及びそれらそれぞれの周波数位置
（Ｆ１、Ｆ２、…、ＦＮＶＣ）を通知される。例えば、図４に概略的に示されるこの例示
的な実装を参照して、基地局によって送信されるシステム情報は、基地局が目下３つの仮
想キャリア（すなわち、ＮＶＣ＝３）を中央周波数（ＶＣ１については）Ｆ１、（ＶＣ２
については）Ｆ２及び（ＶＣ３については）Ｆ３でサポートしていることを示すように、
本開示の一実施形態に従って適合される。この例示的な実装では、無線通信システムにお
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いてサポートされる仮想キャリアはすべて、１．４ＭＨｚといった周波数空間において予
め定義された固定幅であると想定されるので、基地局から提供されるシステム情報は、そ
れぞれの仮想キャリアの幅の指示を何ら提供する必要がない。
【００５７】
　ステップＳ４で、端末デバイス５０８（より特定的には、端末デバイスのプロセッサユ
ニット５０８ｂ）は、基地局によってサポートされている利用可能な複数の仮想キャリア
（制限された帯域幅のキャリア）のうちの１つを、自身が基地局によりその上でサポート
されるものと想定する仮想キャリアとして、選択する。端末デバイスはこれを、当該端末
デバイスのための識別子に基づいて自律的に（すなわち、基地局からの特定の命令なしに
）行う。この例では、この目的で端末デバイスによって使用される識別子は、当該デバイ
スに関連付けられた国際移動機加入者識別（international　mobile　subscriber　ident
ity（ＩＭＳＩ））番号である。ＩＭＳＩは、端末デバイスによって使用される加入者識
別モジュール（subscriber　identity　module（ＳＩＭ））に永続的に関連付けられる番
号である。このため、ステップＳ４で、端末デバイスは、基地局によってサポートされる
ＮＶＣ個の仮想キャリアのうちの１つを、端末デバイスのＩＤに依存する方法で選択する
。
【００５８】
　この特定の例では、端末デバイス５０８は、識別子（ＩＭＳＩ）を基地局によってサポ
ートされる仮想キャリアの数（ＮＶＣ）で除算したときに得られる余り値を判定し、これ
をインデックス値（ＩＮＤ）として使用して、利用可能な仮想キャリア（ＶＣ１、ＶＣ２
、ＶＣ３）のうちの１つを選択する。すなわち、端末デバイスは、次の式に従ってＩＮＤ
の値を決定する。
【００５９】
【数１】

【００６０】
　このため、基地局が３つの仮想キャリアをサポートする（すなわち、ＮＶＣ＝３）この
例では、式１は、０、１又は２のＩＮＤの値を与える。その後、この値は、利用可能な複
数の仮想キャリアのうちの１つを識別するインデックスとして使用される。例えば、仮想
キャリアは、周波数が減少する順に（又は、その他の予め定義された順に）配列されてい
ると考えられてよく、端末デバイスは、それらのうちの１つを、ＩＮＤの値に基づいて選
択してよい。特に、ＩＮＤというインデックス値について、端末デバイスは、利用可能な
仮想キャリアのリスト内で位置（ＩＮＤ＋１）に関連付けられた仮想キャリアを選択して
よい。すなわち、ＩＮＤ＝０の場合、端末デバイスは、リスト内の第１の仮想キャリア（
例えばＶＣ１）を選択し、ＩＮＤ＝１の場合、端末デバイスは、リスト内の第２の仮想キ
ャリア（例えばＶＣ２）を選択する、等である。
【００６１】
　このため、ステップＳ４で、端末デバイス５０８のプロセッサユニット５０８ｂは、端
末デバイスに関連付けられた識別子に基づいて、利用可能な仮想キャリア（ＶＣ１、ＶＣ
２、ＶＣ３）のうちの１つを自律的に選択する。仮想キャリアのうちの１つを選んだ後、
端末デバイスは、当該仮想キャリアについて対応する周波数パラメータを、例えばその中
央周波数を、（例えば、基地局から受信した構成情報に基づいて、又は無線通信システム
のために予め定義された関連付けから）設定することができる。本開示の実施形態に従え
ば、端末デバイスは、基地局からの以降の通信は、選択された仮想キャリアを使用して受
信されるものと想定するように適合される。したがって、ステップＳ５で、端末デバイス
５０８のトランシーバユニット５０８ａは、基地局からの以降のダウンリンク通信を選択
された仮想キャリア上で受信するように適切に構成される。図６の処理のこの面は、端末
デバイスによってどの仮想キャリア周波数が使用されるべきかが一旦設定されれば、無線
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通信システムにおける仮想キャリア動作のための従来技術に従って実行され得る。
【００６２】
　このため、図６のステップＳ５の後には、端末デバイス５０８は、アタッチしたいと願
う基地局によってどの仮想キャリアがサポートされているかに関する情報を受信し終わっ
ており、複数の仮想キャリアのうち、基地局からダウンリンクＵＫをその中で受信するこ
とを見込む１つの仮想キャリアを選択し終わっており、また、そうした通信を受信するの
に備えて自身のトランシーバを構成し終わっている。意義深いことに、これは、基地局と
端末デバイスとの間でそのためのシグナリングを何ら行わずに達成されている。実際、図
６に示されている例示的な方法に従えば、端末デバイスが基地局へ接続しようとしている
ことに基地局が気付きすらしないうちに、端末デバイスはこの段階に達している。
【００６３】
　図６に示されるステップＳ６で、端末デバイス５０８は、基地局へのアクセスリクエス
ト、ＬＴＥタイプのアーキテクチャに基づくこの例では従来のＲＲＣ（無線リソース制御
）接続リクエスト、を送信することによって、アタッチ手続きを継続する。確立されてい
る技術に従って、接続確立のためのリクエストは、端末デバイスのための識別子を含み、
また特にこの例では、端末デバイスのＩＭＳＩの指示を含む。ステップＳ６において接続
リクエストシグナリングを受信すると、基地局は、そのリクエストが、本明細書に記述さ
れている原理に従って手続きを実現する低減ケイパビリティ端末デバイスからのものであ
ると判定するように構成される。これは、例えば、接続リクエストに含まれているデバイ
スタイプ分類子に基づくか、又は、端末デバイスのＩＭＳＩを、本開示の実施形態に従っ
て方法を実現する低減ケイパビリティ端末デバイスとしてのそのステータスと結び付ける
ネットワーク側のルックアップテーブルに基づいてよい。
【００６４】
　ステップＳ６において端末デバイスから接続リクエストを受信すると、基地局は、ステ
ップＳ４において選択された仮想キャリアを決定する際に端末デバイスによって使用され
た識別子を知らされるので、端末デバイスによりどの仮想キャリアが選択されたかを独自
に判定することができる。このため、ステップＳ７で、基地局５０４（特に、そのプロセ
ッサユニット５０４ｂ）は、ステップＳ６において接続リクエストと関連して受信した端
末デバイスの識別子を使用して、端末デバイスによるのと同じ方法で式１を適用すること
により、端末デバイスによって選択された仮想キャリアを識別する。
【００６５】
　このため、ステップＳ７で、基地局５０４のプロセッサユニット５０４ｂは、接続セッ
トアップシグナリングと関連して端末デバイスから受信した識別子に基づいて、端末デバ
イスによって選択された仮想キャリアを独自に判定する。仮想キャリアのうちの１つを選
択すると、基地局は、その仮想キャリアについての対応する周波数パラメータ、例えばそ
の中央周波数、を確認することができる。本開示の実施形態に従えば、基地局は、端末デ
バイスのための以降のダウンリンク通信が、選択された仮想キャリアを使用して実行され
ねばならない（すなわち、選択された仮想キャリアが、端末デバイスがダウンリンクリソ
ースを割り当てられるべき仮想キャリアである）と想定するように適合される。
【００６６】
　したがって、ステップＳ８で、基地局５０４のトランシーバユニット５０４ａは、選択
された仮想キャリア上で端末デバイスへダウンリンク通信を送信するように適切に構成さ
れる（実際には、この構成は、端末デバイスとの以降の通信をスケジュールするためにど
の仮想キャリアを使用すべきかの指示を記憶する基地局のスケジューリングユニットを単
に要するものであり得る）。図６の処理のこの局面は、所与の端末デバイスのためにどの
仮想キャリアが使用されるべきかが一旦設定されれば（すなわち、端末デバイスが仮想キ
ャリアへ一旦割り当てられれば）、無線通信システムにおける仮想キャリア動作のための
従来技術に従って実行され得る。
【００６７】
　このため、図６のステップＳ８の後には、端末デバイス５０８及び基地局５０４は両方
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とも、利用可能な複数の仮想キャリアのうち、基地局５０４と端末デバイス５０８との間
の以降のダウンリンク通信のために使用されるべき、選択された１つの仮想キャリアを独
自に判定し終わっている。意義深いことに、これは、基地局と端末デバイスとの間でその
ための追加のシグナリングが何ら交換されることなく達成されている。
【００６８】
　端末デバイス５０８及び基地局５０４が、本開示の実施形態に従って使用されるべき仮
想キャリアを一旦独自に設定／選択すれば、無線通信システム内の以降の動作は、従来の
仮想キャリア技術に従って行われてよい。このため、図６でステップＳ９に概略的に示さ
れるように、基地局５０４と端末デバイス５０８との間の以降の通信は、仮想キャリア／
制限された帯域幅動作のための従来の技術に従って進行してよい。
【００６９】
　以降の仮想キャリア動作は、先に提案されている技術のうちいずれに従ってもよい。例
えば、ステップＳ９に示されているＶＣ動作は、選択された仮想キャリア（制限された周
波数帯域）内で端末デバイスによって受信されるダウンリンク通信がユーザプレーンデー
タ及び制御プレーンデータの両方を含み、制御プレーンデータが、仮想キャリア上の、端
末デバイスについてのユーザプレーンデータのためのリソース割り当ての指示を含む、参
照文献［２］から［９］に記述されているようなアプローチに従ってよい。他の例では、
ステップＳ９に示されているＶＣ動作は、選択された仮想キャリア内で端末デバイスによ
って受信されるダウンリンク通信がユーザプレーンデータを含むのに対し、ユーザプレー
ンデータのための仮想キャリア上のリソース割り当ての指示を含む制御プレーンデータは
選択された仮想キャリア外の周波数にわたる通信で（例えば、システム周波数帯域幅にわ
たる制御領域内で）受信される、参照文献［１０］及び［１１］に記述されているような
「Ｔ型割り当て」アプローチに従ってもよい。仮想キャリア動作の他のモードも同様に採
用することができる。
【００７０】
　このため、図６に概略的に示されているような本開示の所定の実施形態に従えば、低減
ケイパビリティ端末デバイス５０８及び基地局５０４は、無線通信システムにおいて通常
交換されるシグナリングを超えた専用のシグナリングをそれらの間で何ら交換する必要な
しに、ダウンリンク通信のために使用されるべき仮想キャリアの周波数特性に関して、事
実上合意に達し得る。
【００７１】
　端末デバイス５０８及び基地局５０４についてのこれらの動作方法が、本開示の所定の
実施形態に従ったいくつかの例示的な実装にすぎないことは、理解されるであろう。上で
説明し及び図６に示したアプローチに対する変更案及び修正案は、本開示の所定の実施形
態の他の例示的実装に従って採用されることができる。
【００７２】
　例えば、いくつかの例示的実装において、図６に示されるステップに相当するステップ
が異なる順序で実行され得ることは、理解されるであろう。例えば、端末デバイスが複数
の利用可能な仮想キャリアから１つの仮想キャリアを選択するステップ（図６におけるス
テップＳ４）及びそのトランシーバを適切に構成するステップ（図６におけるステップＳ
５）は、端末デバイスがＲＲＣ接続リクエストを開始するステップ（図６におけるステッ
プＳ６）の後でも、同様に実行されることができる。
【００７３】
　いくつかの例示的実装において、仮想キャリアについての構成パラメータが無線通信シ
ステムのために予め定義され得ることも、理解されるであろう。例えば、基地局が特定の
周波数位置で４つの仮想キャリアをサポートすることが、予め定められ得る。この場合、
端末デバイスは、そのＩＤに基づいて使用する仮想キャリアを選択する際に、サポートさ
れている仮想キャリアに関して構成パラメータを基地局から受信する必要なしに、この予
め定義された情報を考慮するように適合され得る。すなわち、いくつかの実装において、
（図６のステップＳ３に概略的に示されているような）初期アクセス手続き中に基地局か
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ら端末デバイスへ通信されるシステム情報は、仮想キャリアについての構成パラメータに
関する情報を何ら含まない従来のものであってよい。代わりに、図６のステップＳ４に相
当するステップにおいて仮想キャリアを選択することを可能にするために、端末デバイス
は単に、予め定義された構成パラメータに関する関連の情報で予め構成される。
【００７４】
　他の例では、選択された仮想キャリアの判定は、端末デバイスのための異なる識別子に
基づいてよい。例えば、端末デバイスのためのＩＭＳＩを使用するのではなく、セル－無
線ネットワーク一時識別子（cell-radio　network　temporary　identifier（Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ））といった、ネットワークから得られる端末デバイスのための一時識別子を使用して
もよい。しかしながら、これには、例えば基地局が端末デバイスへＣ－ＲＮＴＩを割り振
るために、選択された仮想キャリアが合意されるまでに基地局と端末デバイスとの間であ
る程度の専用通信を実行する必要があることは、理解されるであろう。
【００７５】
　さらに、いくつかの例では、仮想キャリアを選択するプロセスが２回以上実行され得る
ことは、理解されるであろう。例えば、端末デバイスに最初に電源が投入されると、端末
デバイスは最初に、上述の原理に従って１つの仮想キャリアを選択し得る。しかしながら
、基地局はその後、ケイパビリティが低減されたデバイスをサポートする必要性における
変化（例えば、仮想キャリアサポートを必要とするケイパビリティが低減されたデバイス
の数の増加又は減少）に、サポートされている仮想キャリアの数を変更することによって
対処せねばならないと、判断し得る。このため、基地局は、ブロードキャストされている
システム情報を、その仮想キャリア構成パラメータにおける変更を反映するために、更新
し得る。このため、システム情報における更新を認識する端末デバイスは、図６に示され
るステップＳ４及びＳ５を事実上繰り返し得るのに対し、基地局も同様に、図６に示され
るステップＳ７及びＳ８に相当するステップを事実上繰り返す。これにより、新たに選択
された仮想キャリア上で引き続きＶＣ動作が可能になる。
【００７６】
　かくして、システム周波数帯域幅（ホストキャリア）にわたり、またシステム周波数帯
域幅内でシステム周波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波数帯域（仮想キャリア）
内での基地局から少なくともいくつかの端末デバイスへの少なくとも一部の通信をサポー
トする無線インターフェイスを使用してダウンリンク通信がなされる、無線通信システム
について説明してきた。端末デバイスは、無線インターフェイスへ当該端末デバイスがア
クセスしようとする初期接続手続き中に、端末デバイスのＩＤ、例えばＩＭＳＩの指示を
、基地局へ伝達する。端末デバイス及び基地局は両方とも、複数の制限された周波数帯域
の中から１つの選択され制限された周波数帯域を、端末デバイスのＩＤに基づいて同じ方
法で判定する。このため、端末デバイス及び基地局は、同じ制限された周波数帯域を選択
し、したがって、それらの間で当該選択され制限された周波数帯域内でダウンリンク通信
が可能になるように、それらそれぞれのトランシーバを構成することができる。
【００７７】
　本発明のさらなる具体的な及び好ましい局面については、添付の独立請求項及び従属請
求項に記述される。従属請求項の特徴は、請求の範囲において明示的に述べられている組
み合わせ以外の組み合わせで、独立請求項の特徴と組み合わせられ得ることは、理解され
るであろう。
【００７８】
　よって、以上の説明は、本発明の単に例示的な実施形態を開示し記述したものである。
当業者には理解されるように、本発明は、その思想からも本質的な特徴からも逸脱するこ
となく、他の特定の形で実施されてよい。したがって、本発明の開示は、例示を意図する
ものであって、本発明の範囲及びその他の特許請求の範囲を限定するものではない。本開
示は、本明細書における教示の容易に識別可能なあらゆる変形を含めて、以上の請求項の
用語の範囲を、発明性のある主題が公開されることのないように、部分的に定義する。
【００７９】
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　本開示のいくつかのそれぞれの特徴は、次の２つのグループの番号付きパラグラフによ
って定義される。
【００８０】
　番号付きパラグラフの第１のグループ：
　１．　システム周波数帯域幅にわたり、またシステム周波数帯域幅内でかつシステム周
波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波数帯域内での少なくともいくつかの端末デバ
イスとの少なくとも一部の通信をサポートする無線インターフェイスを使用するダウンリ
ンク通信が基地局によってなされる無線通信システムにおける端末デバイスの動作方法で
あって、当該方法は、
　端末デバイスのための識別子に基づいて複数の制限された周波数帯域の中から１つの制
限された周波数帯域を選択することと、
　選択され制限された周波数帯域内で基地局からダウンリンク通信を受信するように端末
デバイスを構成することと、を含む方法。
【００８１】
　２．　端末デバイスのための識別子は、端末デバイスに関連付けられた国際移動機加入
者識別（International　Mobile　Subscriber　Identity（ＩＭＳＩ））を含む、条項１
の方法。
【００８２】
　３．　選択され制限された周波数帯域は、端末デバイスのための識別子に関連付けられ
た数値を基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域の数で除算したとき
に得られる余り値から判定される、条項１又は２の方法。
【００８３】
　４．　端末デバイスは、基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域に
関する構成情報を、基地局から受信されるシステム情報から設定することをさらに含む、
条項１から３のいずれかの方法。
【００８４】
　５．　構成情報は、基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域の数の
指示及び／又は制限された周波数帯域についての周波数の指示を含む、条項４の方法。
【００８５】
　６．　端末デバイスは、基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域に
関する構成情報を、無線インターフェイス上での端末デバイスのための初期接続手続きよ
り前に又はその手続き中に基地局から受信される情報から設定することをさらに含む、条
項１から５のいずれかの方法。
【００８６】
　７．　構成情報は、基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域の数の
指示及び／又は制限された周波数帯域についての周波数の指示を含む、条項６の方法。
【００８７】
　８．　基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域に関する構成情報は
、無線通信システムのために予め定義される、条項１から７のいずれかの方法。
【００８８】
　９．　構成情報は、基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域の数の
指示及び／又は制限された周波数帯域についての周波数の指示を含む、条項８の方法。
【００８９】
　１０．　選択され制限された周波数帯域内で端末デバイスによって受信されるダウンリ
ンク通信は、ユーザプレーンデータ及び制御プレーンデータを含み、制御プレーンデータ
は、ユーザプレーンデータを通信するために使用されるべき、選択され制限された周波数
帯域内のリソースの指示を含む、条項１から９のいずれかの方法。
【００９０】
　１１．　選択され制限された周波数帯域内で端末デバイスによって受信されるダウンリ
ンク通信は、ユーザプレーンデータを含み、当該方法は、端末デバイスが、システム周波
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数帯域幅の全域からの周波数リソース上で制御プレーンデータを受信することをさらに含
み、制御プレーンデータは、ユーザプレーンデータを通信するために使用されるべき、選
択され制限された周波数帯域内のリソースの指示を含む、条項１から１０のいずれかの方
法。
【００９１】
　１２．　当該方法は、端末デバイスのための識別子の指示を端末デバイスから基地局へ
伝達することをさらに含む、条項１から１２のいずれかの方法。
【００９２】
　１３．　端末デバイスのための識別子の指示は、無線インターフェイス上での端末デバ
イスのための初期接続手続きより前に又はその手続き中に端末デバイスから基地局へ伝達
される、条項１２の方法。
【００９３】
　１４．　端末デバイスのための識別子の指示は、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続リク
エストのシグナリングと関連して伝達される、条項１２の方法。
【００９４】
　１５．　システム周波数帯域幅にわたり、またシステム周波数帯域幅内でかつシステム
周波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波数帯域内での少なくともいくつかの端末デ
バイスとの少なくとも一部の通信をサポートする無線インターフェイスを使用するダウン
リンク通信が基地局によってなされる無線通信システムにおいて使用される端末デバイス
であって、当該端末デバイスはプロセッサユニットとトランシーバユニットとを含み、当
該プロセッサユニットは、端末デバイスのための識別子に基づいて複数の制限された周波
数帯域の中から１つの制限された周波数帯域を選択するように、及び、選択され制限され
た周波数帯域内で基地局からダウンリンク通信を受信するようにトランシーバユニットを
構成するように構成される、端末デバイス。
【００９５】
　番号付きパラグラフの第２のグループ：
　１．　システム周波数帯域幅にわたり、またシステム周波数帯域幅内でかつシステム周
波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波数帯域内での少なくともいくつかの端末デバ
イスとの少なくとも一部の通信をサポートする無線インターフェイスを使用するダウンリ
ンク通信が基地局によってなされる無線通信システムにおける基地局の動作方法であって
、当該方法は、
　端末デバイスのための識別子に基づいて複数の制限された周波数帯域の中から端末デバ
イスのためのダウンリンク通信のために使用されるべき１つの制限された周波数帯域を選
択することと、
　選択され制限された周波数帯域内で端末デバイスへダウンリンク通信を送信することと
、を含む方法。
【００９６】
　２．　端末デバイスのための識別子は、端末デバイスに関連付けられた国際移動機加入
者識別（International　Mobile　Subscriber　Identity（ＩＭＳＩ））を含む、条項１
の方法。
【００９７】
　３．　選択され制限された周波数帯域は、端末デバイスのための識別子に関連付けられ
た数値を基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域の数で除算したとき
に得られる余り値から判定される、条項１又は２の方法。
【００９８】
　４．　基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域に関する構成情報を
、基地局によって送信されるシステム情報内で端末デバイスへ伝達することをさらに含む
、条項１から３のいずれかの方法。
【００９９】
　５．　構成情報は、基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域の数の
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指示及び／又は制限された周波数帯域についての周波数の指示を含む、条項４の方法。
【０１００】
　６．　基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域に関する構成情報を
、無線インターフェイス上での端末デバイスのための初期接続手続きより前に又はその手
続き中に端末デバイスへ伝達することをさらに含む、条項１から５のいずれかの方法。
【０１０１】
　７．　構成情報は、基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域の数の
指示及び／又は制限された周波数帯域についての周波数の指示を含む、条項６の方法。
【０１０２】
　８．　基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域に関する構成情報は
、無線通信システムのために予め定義される、条項１から７のいずれかの方法。
【０１０３】
　９．　構成情報は、基地局によってサポートされる複数の制限された周波数帯域の数の
指示及び／又は制限された周波数帯域についての周波数の指示を含む、条項８の方法。
【０１０４】
　１０．　選択され制限された周波数帯域内で端末デバイスへ送信されるダウンリンク通
信は、ユーザプレーンデータ及び制御プレーンデータを含み、制御プレーンデータは、ユ
ーザプレーンデータを通信するために使用されるべき、選択され制限された周波数帯域内
のリソースの指示を含む、条項１から９のいずれかの方法。
【０１０５】
　１１．　選択され制限された周波数帯域内で端末デバイスへ送信されるダウンリンク通
信は、ユーザプレーンデータを含み、当該方法は、システム周波数帯域幅の全域からの周
波数リソース上で制御プレーンデータを端末デバイスへ送信することをさらに含み、制御
プレーンデータは、ユーザプレーンデータを通信するために使用されるべき、選択され制
限された周波数帯域内のリソースの指示を含む、条項１から１０のいずれかの方法。
【０１０６】
　１２．　当該方法は、端末デバイスのための識別子の指示を端末デバイスから受信する
ことをさらに含む、条項１から１１のいずれかの方法。
【０１０７】
　１３．　端末デバイスのための識別子の指示は、無線インターフェイス上での端末デバ
イスのための初期接続手続きより前に又はその手続き中に端末デバイスから受信される、
条項１２の方法。
【０１０８】
　１４．　端末デバイスのための識別子の指示は、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続リク
エストのシグナリングと関連して端末デバイスから受信される、条項１２の方法。
【０１０９】
　１５．　システム周波数帯域幅にわたり、またシステム周波数帯域幅内でかつシステム
周波数帯域幅よりも狭い複数の制限された周波数帯域内での少なくともいくつかの端末デ
バイスとの少なくとも一部の通信をサポートする無線インターフェイスを使用するダウン
リンク通信が基地局によってなされる無線通信システムにおいて使用される基地局であっ
て、当該基地局はプロセッサユニットとトランシーバユニットとを含み、当該プロセッサ
ユニットは、端末デバイスのための識別子に基づいて複数の制限された周波数帯域の中か
ら端末デバイスとのダウンリンク通信のために使用されるべき１つの制限された周波数帯
域を選択するように、及び、選択され制限された周波数帯域内で端末デバイスへダウンリ
ンク通信を送信するようにトランシーバユニットを構成するように構成される、基地局。
【０１１０】
　参照文献
　［１］　ＥＴＳＩ　ＴＳ　１２２　３６８　Ｖ１０．５３０（２０１１－０７）／３Ｇ
ＰＰ　ＴＳ　２２．３６８　version　１０．５．０　Release　１０）
　［２］　ＧＢ　２　４８７　９０６（英国特許出願ＧＢ１１０１９７０．０）
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　［３］　ＧＢ　２　４８７　９０８（英国特許出願ＧＢ１１０１９８１．７）
　［４］　ＧＢ　２　４８７　７８０（英国特許出願ＧＢ１１０１９６６．８）
　［５］　ＧＢ　２　４８８　５１３（英国特許出願ＧＢ１１０１９８３．３）
　［６］　ＧＢ　２　４８７　７５７（英国特許出願ＧＢ１１０１８５３．８）
　［７］　ＧＢ　２　４８７　９０９（英国特許出願ＧＢ１１０１９８２．５）
　［８］　ＧＢ　２　４８７　９０７（英国特許出願ＧＢ１１０１９８０．９）
　［９］　ＧＢ　２　４８７　７８２（英国特許出願ＧＢ１１０１９７２．６）
　［１０］　ＧＢ　２　４９７　７４３（英国特許出願ＧＢ１１２１７６７．６）
　［１１］　ＧＢ　２　４９７　７４２（英国特許出願ＧＢ１１２１７６６．８）
　［１２］　Holma　H.　and　Toskala　A、“LTE　for　UMTS　OFDMA　and　SC-FDMA　b
ased　radio　access”、John　Wiley　and　Sons、2009
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